
労災診療費算定基準が改定されました

労災診療費算定基準が改定され、令和元年１０月１日からの

労災診療の算定に適用されます。

今回の改定は、初診料、再診料の２点です。

医療機関の皆様へ

項 目 （旧） 新

１ 初診料 （３，７６０円） ⇒ ３，８２０円

複 初 （１，８８０円） ⇒ １，９１０円

２ 再診料 （１，３９０円） ⇒ １，４００円

複 再 （６９０円） ⇒ ７００円
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なお、改定に伴い当財団発行済みの労災診療費算定実務講座、労災診療費算定基

準早見表及び労災医療ガイドブックの初診料、再診料につきましても令和元年10月1日

から適用となりますので、労災診療費の算定の際には十分ご留意の上ご利用ください。

http://www.rousai-ric.or.jp/

